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美 南 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 会 則 

第 １ 章    総 則 

第 １ 条（名 称） 本会は吉川市立美南小学校ＰＴＡと称す。 

第 ２ 条（目 的） 本会は保護者と教職員が協力して、家庭と学校と地域社会における

児童の教育の充実振興と会員相互の親睦を図り、かつ教養を高める

ことを目的とする。 

第 ３ 条（事 務 所） 本会は事務所を吉川市立美南小学校内に置く。 

第 ２ 章    事 業 

第 ４ 条（事 業） 本会は第２条の目的を達成するために次の事業を行う。 

1. 学校教育の円滑なる進展を図るために必要な事業 

2. 児童の安全および環境の整備に関する事業 

3. 児童および会員の福利厚生に関する事業 

4. 本会活動改善のために必要な資料の収集、情報の提供および関係団体との協力 

5. 会員相互の知識向上のための事業 

6. その他目的達成のための事業 

第 ３ 章    構 成 

第 ５ 条（会員の資格） 本会は次の各号の中の一つの用件を備える者をもって構成する｡ 

 また、会員の任意により構成される。 

1. 美南小学校に在籍する児童の保護者 

2. 美南小学校に在籍する教職員 

第 ４ 章    役 員 

第 ６ 条（役員および任期） 本会は次の役員を置く。任期は１年とし再任を妨げない。保護者役

員は役職を問わず４年以上就任することはできない。ただし、任期

満了後、２年経過すれば、再度就任することができる。役員が任期

途中に退任した場合、後任者の選出については運営委員会にて決議

する。 

 

 会 長 １名（保護者） 

副 会 長 ４名（保護者３名 教職員１名） 

書 記 ３名（保護者２名 教職員１名） 

会 計 ３名（保護者２名 教職員１名） 

 庶 務 ２名（保護者２名） 

  会 計 監 査 ２名（保護者２名） 

  校 長 
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第 ７ 条のⅠ（役員および委員の選出） 

役員および委員の選出は次のとおりとする。 

1. 役員は推薦委員会によって提案され、総会において承認される。 

ただし、会計監査は適任者を会長が指名し、本部に属する。 

2. 委員は立候補および抽選により選出される。 

3. 校外委員は、各地区会員の中から、立候補および抽選により選出される。 

 

第 ７ 条のⅡ（推薦委員会の組織と任務） 

推薦委員会の組織と任務は次のとおりとする。 

1. 役員の選出にあたり、必要あるときは推薦委員会を設けることができる。 

2. 推薦委員会は役員の候補を会員の中より選び、総会へ提案する。 

 

第 ８ 条  （役員および委員の任務） 

役員および委員の任務は次のとおりとする。 

1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。 

2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。 

P 連だより編集委員は市内小中学校のＰＴＡによる広報紙編集と研修会主催、およ

び各校の情報交換をする。 

3. 書記は本会の事務を処理する。 

4. 会計は本会の経理の任にあたる。 

5. 庶務は本会の一般庶務の任にあたる。 

6. 会計監査は会計の帳簿および書類を監査し、その結果を総会において報告する。 

7. 委員長はその委員会を代表し、運営の任にあたる。 

8. 副委員長は委員長を補佐し、委員長が活動できない場合その職務を代理する。 

9. 委員は各委員会に所属し、その任にあたる。 

第 ５ 章    会 議 

第 ９ 条  （総 会） 

総会は次のとおりとする。 

1. 総会は通常総会および臨時総会とする。 

2. 通常総会は事業年度終了後速やかに開催する。 

3. 総会は委任状を含め会員の過半数の出席をもって成立とする。 

4. 総会における議決事項は次のとおりとする。 

（イ）役員・決算・事業報告・予算・事業計画の審議および承認 

（ロ）その他必要な事項 

5. 総会における議事は、出席会員の決議権の過半数により決議する。 

6. 天災や感染症拡大等で集会の開催が困難と会長が判断した場合は、会員を集めて

の総会は開催しない。会員は、決定権を書面または電子メール等、社会通念上適

切と判断される通信手段によって行使する。 
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第 １ ０ 条（役 員 会） 

役員会は次のとおりとする。 

1. 役員会は必要に応じて会長が招集する｡又､役員の過半数の要請を持って開催す

る。 

2. 役員会は会長・副会長・書記・会計･庶務をもって構成され、総会に提出する議案

および本会の運営に関する必要事項を企画し審議する。 

 

第 １ １ 条（運営委員会）  

運営委員会は次のとおりとする。 

1. 運営委員会は会長が招集する。又、委員の過半数の要請をもって開催する。 

2. 運営委員会は役員（会計監査を除く）・委員会正副委員長をもって構成され、重

要事項および各委員会の連絡調整について協議し決定する。 

3. 運営委員会の決議は、出席者の過半数とする。 

第 ６ 章    委 員 会 

第 １ ２ 条（委員会と任務）  

本会に次の委員会を置く。任務は次のとおりとする。 

1. 校外委員会･･･地域社会の環境整備、地域との連携の促進、交通安全の指導にあた

る。 

2. 美化委員会･･･学校敷地内における、屋内の環境整備にあたる。 

3. ベルマーク委員会･･･教育設備やＰＴＡ備品の助成のため、ベルマークなどの収

集、仕分け、集計、発送の活動をする。 

4. 除草委員会･･･学校敷地内および外周における、屋外の環境整備にあたる。 

5. 市民体育祭委員会･･･市民体育祭において、美南小ＰＴＡとして放送、救護の任に

あたる。 

 

第 １ ３ 条（特別委員会）  

本会は運営上必要と認めた場合は、運営委員会の議決を経て特別委員会を設けること

ができる。ただし、特別委員会の目的が達成されたときには自動的に解散する。 
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第 ７ 章    会 計 

第 １ ４ 条（経 費） 本会の経費は､会費及び寄付金、その他の収入をもって当てる。 

 

第 １ ５ 条（会 費） 本会の会費は、会員１家庭につき月額２５０円とする。 

 

第 １ ６ 条（会費の使途） 本会の経費は、第２章の目的以外に使用してはならない。用途を決

める際、１～１０万円未満は役員会、１０～３０万円未満は運営委

員会、３０万円以上は総会で決定する。 

 

第 １ ７ 条（事 業 年 度） 本会の事業年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

第 ８ 章    会 則の変 更 

第 １ ８ 条（会則の変更） この会則は、総会において出席会員の過半数の議決を得なければ変

更できない。 

 

第 １ ９ 条（細 則 規 定） 本会の運営に関する細則は、この会則に反しない限り運営委員会で

３分の２以上の同意を得て改正することができる｡なお、細則の制

定・改廃の結果は次期総会で報告しなければならない。 
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【 細 則 】 

第 １ 条（推薦委員会選出規定） 

推薦委員会は会長が招集し、運営委員会がこの任にあたる。推薦委員会は､提案が総

会で承認されたとき、自動的に解散する。 

 

第 ２ 条（委 員 選 出 規 定） 

1. 委員の選出は以下とおりとする。 

（イ）美南小に在籍する２～６年生の保護者から選出する。 

（ロ）定員に満たない委員会は、児童ＩＤをもとに抽選で選出する。 

2. 校外委員は各地区の家庭数が５０を超える毎に１名ずつ増やすことができる。 

3. 学校応援団の森のひろばは、代表者を選出する。代表者は、委員と同等の任にあ

たる。 

4. 学校応援団の子どもの体験活動実行委員会の委員は、委員と同等の任にあたる。 

5. 上記の第２条１～４については、状況に応じて過不足があれば、本部役員会で人

数を決めることが出来るものとする。 

 

第 ３ 条（慶 弔 規 定） 

次の場合は慶弔金を支出することができる。 

1. 会員または在籍児童が死亡したとき。一律に５千円とする。 

2. その他、上記以外で対応が必要なものについては、本部役員会の協議により決定

する。ただし、運営委員会の事後了承を得るものとする。 

 

 

第 ４ 条（旅 費 規 定） 

本会の活動に伴う旅費は交通費、宿泊費及び昼食代とし、次の通り支給する。 

1. 美南小学校区及び中曽根小学校区、南中学校、中央公民館は支給されない。 

2. 市内（旭・三輪野江地区を除く）は、交通費として車 1台、バス共に一律３００

円を支給する。 

3. 旭・三輪野江地区及び市外・県外の場合、交通費は実費を支給する。但し、自家

用車を使用した場合は、旭・三輪野江地区、八潮、三郷、越谷、草加、松伏は一

律５００円、その他の市外は一律１，０００円、県外は一律２，０００円とす

る。 

4. 宿泊を要する場合、宿泊費は実費を支給する。 

5. 昼食が必要となる参加に対しては、昼食代実費（上限１，０００円）を支給す

る。 

 

第 ５ 条（会 議 費 規 定） 

本部役員が指定したＰＴＡ連合会等、外部の会議や研修に本部の要請で参加する場合

は、１時間以上の参加に限り、会議費として１回３００円を支給する。 
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第 ６ 条（Ｐ Ｔ Ａ 会 費 規 定） 

1. 年度内の転入出に関しては、月額２５０円とする。 

2. 転入会員については、その月の会費は徴収しない。 

3. 転出会員については、その月以降の会費を返金する。 

 

第 ７ 条（委員会委員長、副委員長選出規定） 

1. 委員長・副委員長の選出方法は運営委員会の承認を得て決定をする。 

2. 委員長・副委員長は総会にて報告をする。 

 

第 ８ 条（本部役員・委員会正副委員長免除規定） 

運営委員が任期一年活動を全うした場合、役員・委員活動を永年免除とする。再任は

妨げない。 

 

第 ９ 条（委 員 選 出 免 除 規 定） 

委員の選出において、当該年度４月の時点で以下の条件に当てはまる会員は、委員を

免除される。但し、事前の申告を条件とする。なお、本人の意思による全ての役職へ

の就任は妨げない。また、仕事については就業形態に関わらず、免除理由とならな

い。 

1. 病気療養中もしくは妊娠中である 

2. ２歳未満の子どものいる家庭 

3. ひとり親家庭 

4. 家庭に継続的な介護を要するものがいる 

5. その他ＰＴＡ会長が認めた場合 

【 附 則 】 

この会則・細則は、平成２５年５月２０日より実施する。 

この会則・細則は、平成２６年５月１９日より実施する。 

この会則・細則は、平成２７年５月１８日より実施する。 

この会則・細則は、平成２８年５月１６日より実施する。 

この会則・細則は、平成２９年５月１５日より実施する。 

この会則・細則は、平成３０年５月７日より実施する。 

この会則・細則は、令和２年５月１１日より実施する。 

この会則・細則は、令和４年５月１０日より実施する。 

この会則・細則は、令和５年５月９日より実施する。 

この会則・細則は、令和６年５月８日より実施する。 

この会則・細則は、令和７年５月８日より実施する。 
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美南小学校ＰＴＡ個人情報取扱規約 

第 １ 条 目的 
 この規約は、吉川市立美南小学校ＰＴＡ（以下「本会」という。）が保有する個人情報の適正な
取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、本会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつ
つ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

 

第 ２ 条 定義 
 この規約における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

 
（１）個 人 情 報:生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、学年クラス

名、その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該
個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易
に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを
含む。）をいう。 

（２）保有個人情報:本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停
止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らか
になることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそ
れがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助⾧し、又は誘発するおそれ
があるもの以外をいう。 

（３）本 人:前項の個人に関する情報により識別可能となる特定の個人または未成年者個
人の保護者をいう。 

（４）役 員:本会の役員会を構成する者をいう。 
（５）運 営 委 員:本会の運営委員会を構成する者（役員を含む）をいう。 
（６）従 業 者:本会の指揮命令を受けて本会の業務に従事する者をいう。 

 

第 ３ 条 責務 
 本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人
情報の保護に努めるものとする。 

 

第 ４ 条 個人情報保護管理者 
 本会における個人情報保護管理者は、本会会⾧とする。 

 
1. 個人情報保護管理者は、本会における個人情報の収集、利用、管理および保存ならびに開示

および訂正の請求に対し、適正に処理する責務を負う。 
 

2. 個人情報保護管理者は、複数の個人情報保護代理管理者を置くことができる。代理管理者
は、個人情報保護管理者の指揮監督のもとにその職務を代行する。 

 

第 ５ 条 利用目的の特定 
 本会は、個人情報を取り扱う事業ごとに事前に、収集する個人情報の種類、利用目的、利用・提
供方法等を定める「個人情報取扱業務概要説明書」を作成するものとする。 

 

第 ６ 条 個人情報の収集 
 本会は、個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示す
る。なお本会は、要配慮個人情報（思想、信条および宗教に関する個人情報ならびに社会的差別
の原因となる個人情報）については取得しないものとする。 
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第 ７ 条 個人情報の利用の制限 
  本会は、収集した個人情報を事前に定めた目的以外に利用しない。ただし次の各号のいずれかに
該当するときはこの限りではない。 

 
（１） 法令に基づく場合 
（２） 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき 
（３） 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき 
（４） 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支
障を及ぼすおそれがあるとき 

 

第 ８ 条 個人情報の管理 
  個人情報保護責任者は、個人情報の安全確保および正確性の維持のため、次の号に掲げる事項に
ついて適正な措置を講じなければならない。 

 
（１） 紛失、破損その他の事故防止 
（２） 改ざんおよび漏洩の防止 
（３） 個人情報の正確性および最新性の維持 
（４） 不要となった個人情報のすみやかな廃棄または消去 

 
 本会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、原則として委託契
約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対す
る必要かつ適切な監督を行うものとする。 

 

第 ９ 条 第三者への提供の制限 
  本会は、収集した個人情報は事前の定めのない第三者へ提供しない。ただし次の各号のいずれか
に該当するときはこの限りではない。 

 
（１） 法令に基づく場合 
（２） 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき 
（３） 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき 
（４） 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支
障を及ぼすおそれがあるとき 

 
次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第
三者に該当しないものとする。 
 
（１） 本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託

する場合 
（２） 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨ならびに共同して

利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当
該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通
知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき 

 
 本会は、前項第２号に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理について責任を有する
者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本
人が容易に知り得る状態に置くものとする。 
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第１０条 第三者からの提供 
  本会は、第三者から個人情報の提供を受けるときは「第三者の氏名」「第三者が個人情報を取得

した経緯」「提供を受ける対象者の氏名」「提供を受ける情報の項目」「対象者の同意の有無」
について確認し記録する（事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要とする）。ただし
次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。 

 
（１） 法令に基づく場合 
（２） 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とが困難であるとき 
（３） 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき 
（４） 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支
障を及ぼすおそれがあるとき 

 

第１１条 個人情報の開示請求 
 本会は、本人から当該本人に係る個人情報について、書面または口頭により、その開示（当該本

人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）の
申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとす
る。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開
示しないことができる。 

 
（１） 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 
（２） 本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 
（３） 他の法令に違反することとなる場合 

 

第１２条 個人情報の訂正または削除請求 
本会は、個人情報の開示を受けた者から、書面または口頭により、個人情報の訂正、追加、削除
または利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を
行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知するものとする。 
 本会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものと
する。 

 

第１３条 苦情の処理 
 本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 
 

第１４条 漏えい時などの対応 
本規程に違反する事実または違反するおそれがあることを発見した会員は、その旨を個人情報保
護管理者に報告するものとする。 
個人情報保護管理者は、前項による報告内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく
本会会⾧に報告するとともに関係部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。 

 

第１５条 研修 
個人情報保護責任者は、役員、運営委員、その他個人情報を取り扱う従業者に対して定期的に個
人情報の取り扱いに関する留意事項について研修を実施するものとする。 

 

第１６条 雑則 
 本規約の改廃は役員会を経て運営委員会の承認を受けて行う。 
 本規約の実施に必要な事項は別に定めるものとする。 
 

附 則 この規約は、２０２０年５月１１日から施行する。 
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